
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

三

七

七

号

七
三
一
部
隊
等
の
旧
帝
国
陸
軍
防
疫
給
水
部
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

服

部

良

一

377



七
三
一
部
隊
等
の
旧
帝
国
陸
軍
防
疫
給
水
部
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
立
国
会
図
書
館
関
西
館
が
所
蔵
し
て
い
る
『
金
子
順
一
論
文
集
（
昭
和
十
九
年
）
』
（
以
下
、
単
に
「
金
子
論
文
」
と
い

う
。
）
は
、
「
雨
下
撒
布
ノ
基
礎
的
考
察
」
「
低
空
雨
下
試
験
」
「
Ｐ
Ｘ
ノ
効
果
略
算
法
」
等
、
八
本
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
旧
陸
軍
七
三
一
部
隊
（
関
東
軍
防
疫
部
及
び
関
東
軍
防
疫
給
水
部
を
指
す
。
以
下
同
じ
。
）
に

所
属
し
て
い
た
金
子
順
一
氏
（
故
人
）
が
単
独
な
い
し
他
者
と
共
同
で
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
七
三
一
部
隊
・
細
菌
戦
資
料
セ
ン
タ
ー
は
、
金
子
論
文
の
中
に
七
三
一
部
隊
の
具
体
的
活
動

を
示
す
重
要
な
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
ま
た
、
同
年
十
月
十
五
日
、
十
六
日
付
け
の
朝
日
新
聞
・
東
京
新

聞
は
、
金
子
論
文
に
つ
い
て
「
旧
日
本
陸
軍
が
一
九
四
〇
〜
四
二
年
、
中
国
で
細
菌
兵
器
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
陸
軍

軍
医
学
校
防
疫
研
究
室
の
極
秘
報
告
書
が
見
つ
か
っ
た
」
旨
を
報
じ
た
。

一
方
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し
て
い
る
公
文
書
等
の
中
に
は
、
未
だ
研
究
さ
れ
て
い

な
い
七
三
一
部
隊
の
活
動
内
容
を
示
す
多
数
の
資
料
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
政
府
の
認
識
を
質
問
す
る
。

一

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
公
開
し
て
い
る
昭
和
十
七
年
九
月
二
十
二
日
付
け
の
陸
密
第
二
七
八
五
号
で
陸
軍
省
副
官

一



川
原
直
一
が
発
し
た
「
不
健
康
業
務
加
算
ニ
關
ス
ル
件
陸
軍
一
般
ヘ
通
牒
」
に
は
「
關
東
軍
防
疫
給
水
部
（
大
連
出
張
所
ヲ

含
ム
）
ニ
於
ケ
ル
左
記
ノ
危
險
ナ
ル
細
菌
ノ
研
究
檢
索
並
ニ
診
断
液
又
ハ
豫
防
液
ノ
製
造
業
務
ハ
大
正
十
三
年
内
閣
告
示
第

二
號
ノ
第
二
號
末
項
ニ
該
當
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
本
年
九
月
十
六
日
内
閣
恩
給
局
長
ノ
指
定
ア
リ
タ
ル
ニ
付
同
部
隊
ニ
在
リ
テ

直
接
該
業
務
ニ
從
事
ス
ル
公
務
員
ニ
對
シ
テ
ハ
右
指
定
ノ
月
以
降
恩
給
法
第
三
十
八
條
ノ
不
健
康
業
務
加
算
ヲ
為
シ
得
ル
儀

ト
承
知
ア
リ
度

左
記

コ
レ
ラ
菌
、
ペ
ス
ト
菌
、
チ
フ
ス
菌
、
パ
ラ
チ
フ
ス
菌
、
赤
痢
菌
、
流
行
性
脳
脊
髄
膜
炎
菌
及
其

ノ
他
危
險
ナ
ル
病
原
細
菌
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

�

右
の
「
危
險
ナ
ル
細
菌
ノ
研
究
檢
索
並
ニ
診
断
液
又
ハ
豫
防
液
ノ
製
造
業
務
」
で
、
七
三
一
部
隊
が
行
っ
て
い
た
業
務

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
細
菌
の
培
養
や
ワ
ク
チ
ン
製
造
を
含
む
の
か
。
ま
た
、
右
の
「
其
ノ
他
危
險
ナ
ル
病
原
細

菌
」
で
、
七
三
一
部
隊
で
取
り
扱
っ
て
い
た
細
菌
と
は
何
か
。
炭
疽
菌
、
鼻
疸
菌
、
結
核
菌
を
含
む
の
か
、
以
上
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

�

「
不
健
康
業
務
加
算
ニ
關
ス
ル
件
陸
軍
一
般
ヘ
通
牒
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
「
同
部
隊
ニ
在
リ
テ
直
接
該
業
務
ニ
從
事

ス
ル
公
務
員
」
で
、
恩
給
の
加
算
申
請
を
し
た
七
三
一
部
隊
員
の
人
数
は
何
人
か
。
加
算
申
請
し
た
隊
員
数
を
、
将
校
、

准
士
官
、
下
士
官
、
兵
、
技
師
、
技
手
、
雇
員
・
傭
人
別
に
は
そ
れ
ぞ
れ
何
名
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



�

加
算
申
請
の
際
、
七
三
一
部
隊
員
は
「
不
健
康
業
務
」
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
申
告
し
て
い

る
の
か
。
具
体
的
な
申
告
内
容
で
典
型
的
な
も
の
は
ど
の
よ
う
な
業
務
内
容
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

昭
和
五
十
七
年
四
月
六
日
、
第
九
六
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
（
同
議
事
録
九
号
）
に
お
い
て
、
政
府
は
七
三
一
部

隊
の
隊
員
数
に
つ
い
て
、
留
守
名
簿
に
基
づ
い
て
将
校
一
三
三
名
、
准
士
官
・
下
士
官
・
兵
こ
れ
ら
あ
わ
せ
て
一
一
五
二

名
、
技
師
・
技
手
あ
わ
せ
て
二
六
五
名
、
雇
員
・
傭
人
二
〇
〇
九
名
、
合
計
三
五
五
九
名
と
い
う
数
字
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
以
上
の
七
三
一
部
隊
の
隊
員
数
は
、
留
守
名
簿
の
正
確
な
記
載
か
。
七
三
一
部
隊
の
留
守
名
簿
に
基
づ
く
将
校
、

準
士
官
、
下
士
官
、
兵
、
技
師
、
技
手
、
雇
員
、
傭
人
ご
と
の
隊
員
数
は
そ
れ
ぞ
れ
何
名
か
。
ま
た
昭
和
二
十
年
六
月
の

時
点
の
部
隊
略
歴
に
基
づ
く
七
三
一
部
隊
の
ハ
ル
ビ
ン
の
本
部
お
よ
び
ハ
イ
ラ
ル
、
牡
丹
江
、
孫
呉
、
林
口
の
各
支
部
、

大
連
の
出
張
所
の
人
数
及
び
将
校
、
準
士
官
、
下
士
官
、
兵
、
技
師
、
技
手
、
雇
員
、
傭
人
の
人
数
は
何
名
か
、
以
上
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

七
三
一
部
隊
の
隊
員
数
を
示
し
て
い
る
留
守
名
簿
や
部
隊
略
歴
以
外
の
公
文
書
は
何
か
。
そ
の
公
文
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
七
三
一
部
隊
の
隊
員
数
は
何
名
か
、
以
上
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
公
開
し
て
い
る
昭
和
十
一
年
四
月
二
十
三
日
付
け
陸
満
密
受
第
五
五
五
号
の
関
東
軍
参
謀

三



長
板
垣
征
四
郎
発
・
陸
軍
次
官
梅
津
美
治
郎
宛
の
「
在
滿
兵
備
充
實
ニ
關
ス
ル
意
見
」
（
陸
滿
密
大
日
記
）
の
「
其
三

在

滿
部
隊
ノ
新
設
及
�
強
改
編
」
中
に
あ
る
「
第
二
十
三

關
東
軍
防
疫
部
ノ
新
設
�
強
」
の
中
に
、
「
豫
定
計
畫
ノ
如
ク
昭

和
十
一
年
度
ニ
於
テ
急
性
傳
染
病
ノ
防
疫
對
策
實
施
及
流
行
ス
ル
不
明
疾
患
其
他
特
種
ノ
調
査
研
究
竝
細
菌
戰
準
備
ノ
為
關

東
軍
防
疫
部
ヲ
新
設
ス

又
在
滿
部
隊
ノ
�
加
等
ニ
伴
ヒ
昭
和
十
三
年
度
以
降
其
一
部
ヲ
擴
充
ス

關
東
軍
防
疫
部
ノ
駐
屯

地
ハ
哈
爾
賓
附
近
ト
ス
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
公
開
し
て
い
る
関
東
軍
防
疫
部
（
部
長
石
井
四
郎
）
発
、
陸
軍
大
臣
板
垣
征
四
郎
宛
の
昭

和
十
四
年
八
月
十
日
付
け
陸
満
密
受
第
一
三
〇
三
号
の
「
軍
需
品
調
辨
價
格
ニ
關
ス
ル
件
」
の
、
「
軍
機
保
護
上
ヨ
リ
見
タ

ル
寒
天
」
で
「
本
品
カ
食
料
品
ト
シ
テ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
〇
〇
ノ
培
養
基
々
材
ト
シ
テ
使
用
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ハ
世
界
一
般
周
知
ノ

事
實
ナ
リ
故
ニ
軍
ニ
於
ケ
ル
之
カ
大
量
調
辨
ハ
直
チ
ニ
〇
〇
戰
ヲ
髣
髴
セ
シ
メ
我
軍
ノ
企
圖
〇
〇
ノ
研
究
、
實
施
機
關
等
ヲ

察
知
セ
ラ
ル
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
現
下
ノ
如
キ
現
下
ノ
情
勢
下
ニ
於
テ
ハ
各
國
共
ニ
諜
報
ノ
耳
目
ノ
活
動
活
發
ナ
ル
折
柄
ナ
レ

ハ
之
カ
調
辨
ノ
事
實
及
數
量
ハ
絶
体
ニ
秘
匿
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
（
後
略
）
」
と
述
べ
て
多
量
の
粉
末
寒
天
の
購
入
を
申
請

し
、
さ
ら
に
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
公
開
し
て
い
る
昭
和
十
五
年
九
月
三
十
日
付
け
の
陸
支
密
第
七
六
号
で
加
茂
部

隊
長
石
井
四
郎
が
陸
軍
大
臣
東
條
英
機
宛
に
発
し
た
「
寒
天
調
辨
價
格
ニ
關
ス
ル
件
申
請
」
に
お
い
て
も
粉
末
寒
天
の
調
達

四



方
を
要
請
し
て
い
る
。

右
の
粉
末
寒
天
の
購
入
や
前
記
の
「
不
健
康
業
務
」
は
、
七
三
一
部
隊
の
設
置
目
的
で
あ
る
「
細
菌
戰
準
備
ノ
為
」
に
行

わ
れ
て
い
た
も
の
か
ど
う
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

金
子
論
文
の
八
本
の
論
文
の
う
ち
、
最
初
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
「
雨
下
撒
布
ノ
基
礎
的
考
察
」
の
「
緒
言
」
に
は
、

「
（
前
略
）
部
隊
ニ
於
テ
ハ
斯
カ
ル
見
地
ヨ
リ
既
ニ
創
立
以
來
研
究
ヲ
續
ケ
、
昭
和
十
三
年
、
雨
下
用
法
草
案
ト
シ
テ
其
ノ

一
端
ガ
示
サ
レ
タ
所
デ
ア
ル
。
予
ハ
昭
和
十
三
年
秋
命
ゼ
ラ
レ
テ
此
ノ
方
面
ニ
於
ケ
ル
理
論
的
研
究
ヲ
擔
當
シ
今
日
ニ
到
ツ

タ
。
此
ノ
間
石
井
部
隊
長
ノ
指
導
ニ
依
リ
鋭
意
之
ガ
基
礎
實
驗
ヲ
重
ネ
來
ツ
タ
ガ
、
顧
ミ
ル
ニ
淺
學
非
才
何
等
加
フ
ル
所
ノ

無
カ
ツ
タ
事
ヲ
甚
ダ
遺
憾
ト
ス
ル
。
今
般
從
來
ノ
成
績
ヲ
總
括
シ
テ
將
來
ノ
参
考
ト
ス
ベ
キ
命
ヲ
受
ケ
、
此
処
ニ
主
ト
シ
テ

昭
和
十
四
年
以
降
ノ
實
験
考
察
ヲ
羅
列
シ
更
ニ
若
干
將
來
ニ
對
ス
ル
希
望
ヲ
開
陳
シ
タ
（
後
略
）
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
右

の
記
述
は
、
七
三
一
部
隊
が
細
菌
戦
の
実
施
手
段
で
あ
る
雨
下
な
い
し
撒
布
実
験
を
繰
り
返
し
て
研
究
開
発
し
て
い
た
こ
と

を
推
認
さ
せ
る
重
要
な
証
拠
で
あ
る
。

ま
た
「
Ｐ
Ｘ
ノ
効
果
略
算
法
」
に
は
「
第
一
表

既
往
作
戰
効
果
概
見
表
」
が
あ
り
、
同
表
に
は
、
�
昭
和
十
五
年
六
月

四
日
に
吉
林
省
農
安
に
お
い
て
ペ
ス
ト
感
染
蚤
五
グ
ラ
ム
を
撒
布
し
た
こ
と
、
�
昭
和
十
五
年
六
月
四
日
な
い
し
七
日
、
吉

五



林
省
農
安
・
大
賚
に
お
い
て
ペ
ス
ト
感
染
蚤
一
〇
グ
ラ
ム
を
撒
布
し
た
こ
と
、
�
昭
和
十
五
年
十
月
四
日
、
浙
江
省
衢
県
に

お
い
て
ペ
ス
ト
感
染
蚤
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
撒
布
し
た
こ
と
、
�
昭
和
十
五
年
十
月
二
十
七
日
、
浙
江
省
寧
波
に
お
い
て
ペ
ス

ト
感
染
蚤
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
撒
布
し
た
こ
と
、
�
昭
和
十
六
年
十
一
月
四
日
、
湖
南
省
常
徳
に
お
い
て
ペ
ス
ト
感
染
蚤
一
・

六
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
撒
布
し
た
こ
と
、
�
昭
和
十
七
年
八
月
十
九
日
な
い
し
二
十
一
日
、
江
西
省
広
信
、
広
豊
、
玉
山
に
お
い

て
ペ
ス
ト
感
染
蚤
一
三
一
グ
ラ
ム
を
撒
布
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
。
右
の
記
述
は
、
七
三
一
部
隊
が
昭
和
十

五
年
か
ら
昭
和
十
七
年
に
か
け
て
ペ
ス
ト
感
染
蚤
を
用
い
た
細
菌
戦
を
中
国
国
内
で
実
施
し
た
こ
と
を
強
く
推
認
さ
せ
る
重

要
な
証
拠
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
七
三
一
部
隊
が
細
菌
戦
部
隊
で
あ
り
、
中
国
に
対
し
て
細
菌
戦
を
実
施
し
た
こ
と
を
強
く
推
認
さ
せ
る
金
子

論
文
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
現
在
、
政
府
は
同
論
文
及
び
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
公
開
し
て
い
る
公
文
書
等
を

研
究
対
象
と
し
て
、
七
三
一
部
隊
の
活
動
内
容
を
検
証
す
る
作
業
を
、
内
外
の
歴
史
学
等
の
研
究
者
と
協
力
し
て
開
始
す
る

べ
き
で
あ
る
と
認
識
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

中
国
の
細
菌
戦
被
害
者
は
、
七
三
一
部
隊
が
細
菌
戦
を
行
っ
た
こ
と
を
未
だ
認
め
て
い
な
い
日
本
政
府
に
対
し
て
強
い
不

信
と
憤
り
を
抱
い
て
お
り
、
七
三
一
部
隊
・
細
菌
戦
問
題
は
日
中
友
好
の
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
。 六



平
成
二
十
三
年
十
一
月
、
中
国
の
細
菌
戦
被
害
地
の
一
つ
で
あ
る
湖
南
省
常
徳
市
で
は
、
細
菌
戦
被
害
者
が
結
成
し
た

「
常
徳
市
日
軍
細
菌
戦
受
害
者
協
会
」
を
同
市
政
府
が
社
会
団
体
法
人
と
し
て
許
可
し
登
録
し
た
。
同
協
会
の
活
動
目
的
に

は
、
細
菌
戦
被
害
者
の
謝
罪
と
賠
償
を
実
現
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
政
府
は
、
同
協
会
が
中
国
の
湖
南
省
常
徳
市
政

府
に
よ
っ
て
社
会
団
体
法
人
と
し
て
許
可
さ
れ
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


